
 
     

 

１
 

 接 続 料 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表 

 
○ 接 続 料 規 則 （ 平 成 十 二 年 郵 政 省 令 第 六 十 四 号 ） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

（ 機 能 ） 

第 四 条 法 第 三 十 三 条 第 四 項 第 一 号 ロ の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 は 、 次

の 表 の 上 欄 及 び 中 欄 の と お り と し 、 そ れ ぞ れ の 機 能 に 対 応 し た 設 備

等 を 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 対 象 設 備 、 こ れ の 附 属 設 備 並 び に こ れ ら を

設 置 す る 土 地 及 び 施 設 （ 以 下 「 対 象 設 備 等 」 と い う 。 ） と す る 。 

機 能 の 区 分 内 容 対 象 設 備 

一 端 末

回 線 伝

送 機 能 

一 般 帯 域

透 過 端 末

回 線 伝 送

機 能 
 

 

第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路

設 備 （ ア ナ ロ グ 信 号 伝 送

用 の 電 話 回 線 と 同 等 の も

の で あ っ て 、 当 該 設 備 の

一 部 に 光 信 号 伝 送 用 の 回

線 を 設 置 し て い な い も の

に 限 る 。 ） に よ り 通 信 を 伝

送 す る 機 能 （ 分 割 し た 帯

域 の 一 部 の み を 利 用 し て

伝 送 す る も の 、 基 地 局 設

備 （ 端 末 設 備 と の 間 の 伝

送 に お い て 電 波 を 使 用 す

る も の を い う 。 以 下 こ の

第 一 種 指 定

端 末 系 伝 送

路 設 備 （ ア

ナ ロ グ 信 号

伝 送 用 の 電

話 回 線 と 同

等 の も の に

限 る 。 ） （ 加

入 者 側 終 端

装 置 及 び 第

一 種 指 定 端

末 系 交 換 等

設 備 と の 間

（ 機 能 ） 

第 四 条 法 第 三 十 三 条 第 四 項 第 一 号 ロ の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 は 、 次

の 表 の 上 欄 及 び 中 欄 の と お り と し 、 そ れ ぞ れ の 機 能 に 対 応 し た 設 備

等 を 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 対 象 設 備 、 こ れ の 附 属 設 備 並 び に こ れ ら を

設 置 す る 土 地 及 び 施 設 （ 以 下 「 対 象 設 備 等 」 と い う 。 ） と す る 。 

機 能 の 区 分 内 容 対 象 設 備 

一 端 末

回 線 伝

送 機 能 

帯 域 透 過

端 末 回 線

伝 送 機 能 

第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路

設 備 （ ア ナ ロ グ 信 号 伝 送

用 の 電 話 回 線 と 同 等 の も

の で あ っ て 、 当 該 設 備 の

一 部 に 光 信 号 伝 送 用 の 回

線 を 設 置 し て い な い も の

に 限 る 。 ） に よ り 通 信 を 伝

送 す る 機 能 （ 分 割 し た 帯

域 の 一 部 の み を 利 用 し て

伝 送 す る も の 及 び 基 地 局

設 備 （ 端 末 設 備 と の 間 の

伝 送 に お い て 電 波 を 使 用

す る も の を い う 。 以 下 こ

第 一 種 指 定

端 末 系 伝 送

路 設 備 （ ア

ナ ロ グ 信 号

伝 送 用 の 電

話 回 線 と 同

等 の も の に

限 る 。 ） （ 加

入 者 側 終 端

装 置 及 び 第

一 種 指 定 端

末 系 交 換 等

設 備 と の 間



 
     

 

２
 

項 に お い て 同 じ 。 ） と の 間

を 伝 送 す る も の 及 び 特 別

帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機

能 を 除 く 。 ） 

等 に 設 置 さ

れ る 伝 送 装

置 等 を 除

く 。 ） 
 特 別 帯 域

透 過 端 末

回 線 伝 送

機 能 
 

第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路

設 備 （ ア ナ ロ グ 信 号 伝 送

用 の 電 話 回 線 と 同 等 の も

の で あ っ て 、 当 該 設 備 の

一 部 に 光 信 号 伝 送 用 の 回

線 を 設 置 し て い な い も の

に 限 る 。 ） に よ り 通 信 を 伝

送 す る 機 能 （ 分 割 し た 帯

域 の 一 部 の み を 利 用 し て

伝 送 す る も の 、 基 地 局 設

備 と の 間 を 伝 送 す る も の

及 び き 線 点 近 傍 の 電 柱 等

か ら 第 一 種 指 定 市 内 交 換

局 ま で の 間 を 伝 送 す る も

の を 除 く 。 ） 

帯 域 分 割

端 末 回 線

伝 送 機 能 

（ 略 ） 

の 項 に お い て 同 じ 。 ） と の

間 を 伝 送 す る も の を 除

く 。 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等 に 設 置 さ

れ る 伝 送 装

置 等 を 除

く 。 ） 
 

帯 域 分 割

端 末 回 線

伝 送 機 能 

（ 略 ） 

 



 
     

 

３
 

基 地 局 設

備 用 端 末

回 線 伝 送

機 能 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

光 信 号 端

末 回 線 伝

送 機 能 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

総 合 デ ジ

タ ル 通 信

端 末 回 線

伝 送 機 能 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

そ の 他 端

末 回 線 伝

送 機 能 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

二 ～ 五 （ 略 ） 

六 中 継

伝 送 機

能 

中 継 伝 送

共 用 機 能 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

中 継 伝 送

専 用 機 能 

（ 略 ） 

中 継 交 換

機 接 続 伝

送 専 用 機

能 

（ 略 ） 

基 地 局 設

備 用 端 末

回 線 伝 送

機 能 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

光 信 号 端

末 回 線 伝

送 機 能 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

総 合 デ ジ

タ ル 通 信

端 末 回 線

伝 送 機 能 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

そ の 他 端

末 回 線 伝

送 機 能 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

二 ～ 五 （ 略 ） 

六 中 継

伝 送 機

能 

中 継 伝 送

共 用 機 能 

（ 略 ） （ 略 ） 
 

中 継 伝 送

専 用 機 能 

（ 略 ） 

中 継 交 換

機 接 続 伝

送 専 用 機

能 

（ 略 ） 



 
     

 

４
 

一 般 光 信

号 中 継 伝

送 機 能 
 

第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路

設 備 等 （ 光 信 号 伝 送 用 の

回 線 （ 第 一 種 指 定 中 継 系

伝 送 路 設 備 等 の 両 端 に 対

向 し て 設 置 さ れ る 伝 送 装

置 等 （ 波 長 分 割 多 重 装 置

を 含 む 。 ） を 除 く 。 ） に 限

る 。 ） に よ り 通 信 を 伝 送 す

る 機 能 
 
 
 

第 一 種 指 定

中 継 系 伝 送

路 設 備 等

（ 光 信 号 伝

送 用 の 回 線

（ 中 継 系 伝

送 路 設 備 の

両 端 に 対 向

し て 設 置 さ

れ る 伝 送 装

置 等 （ 波 長

分 割 多 重 装

置 を 含 む 。 ）

を 除 く 。 ） に

限 る 。 ） 

特 別 光 信

号 中 継 伝

送 機 能 
 

第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路

設 備 等 （ 光 信 号 伝 送 用 の

回 線 （ 第 一 種 指 定 中 継 系

伝 送 路 設 備 等 の 両 端 に 対

向 し て 設 置 さ れ る 伝 送 装

置 等 を 除 き 、 波 長 分 割 多

重 装 置 を 含 む 。 ） に 限 る 。 ）

に よ り 通 信 を 伝 送 す る 機

能 

第 一 種 指 定

中 継 系 伝 送

路 設 備 等

（ 光 信 号 伝

送 用 の 回 線

（ 中 継 系 伝

送 路 設 備 の

両 端 に 対 向

し て 設 置 さ

光 信 号 中

継 伝 送 機

能 

第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路

設 備 等 （ 光 信 号 伝 送 用 の

回 線 （ 第 一 種 指 定 中 継 系

伝 送 路 設 備 等 の 両 端 に 対

向 し て 設 置 さ れ る 伝 送 装

置 等 を 除 く 。 ） に 限 る 。 ）

に よ り 通 信 を 伝 送 す る 機

能 

第 一 種 指 定

中 継 系 伝 送

路 設 備 等

（ 光 信 号 伝

送 用 の 回 線

（ 中 継 系 伝

送 路 設 備 の

両 端 に 対 向

し て 設 置 さ

れ る 伝 送 装

置 を 除 く 。 ）

に 限 る 。 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

 

５
 

れ る 伝 送 装

置 等 を 除

き 、 波 長 分

割 多 重 装 置

を 含 む 。 ） に

限 る 。 ） 

六 の 二 ～ 十 四 （ 略 ） 

第 五 条 ～ 第 十 六 条 の 二 （ 略 ） 

 （ 端 末 回 線 伝 送 機 能 等 の 接 続 料 ） 

第 十 七 条 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 一 般 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 及 び 特

別 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 を 除 く 。 ） 、 三 の 項 か ら 三 の 三 の 項 ま

で 、 六 の 項 （ 中 継 伝 送 共 用 機 能 及 び 中 継 交 換 機 接 続 伝 送 専 用 機 能 を

除 く 。 ） 、 六 の 二 の 項 （ 関 門 交 換 機 接 続 ル ー テ ィ ン グ 伝 送 機 能 を 除

く 。 ） 、 六 の 三 の 項 、 七 の 項 及 び 七 の 二 の 項 の 機 能 の 接 続 料 は 、 回 線

容 量 又 は 回 線 数 を 単 位 と し て 設 定 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 合 理 的 な 理 由 が あ る と き は 、 距 離 そ の 他 の 単 位 を 組 み 合 わ せ て

定 め る こ と が で き る 。 

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 接 続 料 の 単 位 は 、 第 四 条 の 表 一 の 項 、 三 の

項 か ら 三 の 三 の 項 ま で 、 六 の 項 及 び 七 の 項 の 機 能 に つ い て は 、 回 線

容 量 に あ っ て は 少 な く と も 一 、 五 三 六 キ ロ ビ ッ ト 毎 秒 相 当 以 下 に 、

光 信 号 伝 送 用 の 回 線 数 に あ っ て は 芯 線 数 ご と に 、 各 々 細 分 化 し て 設

定 す る も の と す る 。 

第 十 七 条 の 二 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 一 般 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 及

び 特 別 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 限 る 。 ） の 機 能 の 接 続 料 は 、 回

 

 

 

 

 

 

六 の 二 ～ 十 四 （ 略 ） 

第 五 条 ～ 第 十 六 条 の 二 （ 略 ） 

 （ 端 末 回 線 伝 送 機 能 等 の 接 続 料 ） 

第 十 七 条 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 を 除 く 。 ） 、

三 の 項 か ら 三 の 三 の 項 ま で 、 六 の 項 （ 中 継 伝 送 共 用 機 能 及 び 中 継 交

換 機 接 続 伝 送 専 用 機 能 を 除 く 。 ） 、 六 の 二 の 項 （ 関 門 交 換 機 接 続 ル ー

テ ィ ン グ 伝 送 機 能 を 除 く 。 ） 、 六 の 三 の 項 、 七 の 項 及 び 七 の 二 の 項 の

機 能 の 接 続 料 は 、 回 線 容 量 又 は 回 線 数 を 単 位 と し て 設 定 す る も の と

す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 合 理 的 な 理 由 が あ る と き は 、 距 離 そ の 他

の 単 位 を 組 み 合 わ せ て 定 め る こ と が で き る 。 

 

２ 前 項 の 場 合 に お い て 、 接 続 料 の 単 位 は 、 第 四 条 の 表 一 の 項 、 三 の

項 か ら 三 の 三 の 項 ま で 、 六 の 項 及 び 七 の 項 の 機 能 に つ い て は 、 回 線

容 量 に あ っ て は 少 な く と も 一 、 五 三 六 キ ロ ビ ッ ト 毎 秒 相 当 以 下 に 、

光 信 号 伝 送 用 の 回 線 数 に あ っ て は 芯 線 数 ご と に 、 各 々 細 分 化 し て 設

定 す る も の と す る 。 

第 十 七 条 の 二 第 四 条 の 表 一 の 項 （ 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 限

る 。 ） の 機 能 の 接 続 料 は 、 回 線 数 を 単 位 と し て 設 定 す る も の と す る 。 



 
     

 

６
 

線 数 を 単 位 と し て 設 定 す る も の と す る 。 
２ 前 項 の 機 能 （ 一 般 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 限 る 。 ） の 接 続 料

は 、 第 七 条 及 び 第 八 条 の 規 定 に 基 づ き 算 定 し た 第 一 種 指 定 端 末 系 伝

送 路 設 備 （ ア ナ ロ グ 信 号 伝 送 用 の 電 話 回 線 と 同 等 の も の で あ っ て 、

当 該 設 備 の 一 部 に 光 信 号 伝 送 用 の 回 線 を 設 置 し て い な い も の に 限

る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 原 価 の 総 額 （ 特 別 帯 域 透 過

端 末 回 線 伝 送 機 能 に 係 る も の を 除 く 。 ） を 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送

路 設 備 に 係 る 回 線 の 総 数 （ 特 別 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 係 る も

の を 除 く 。 ） で 除 し て 得 た 額 を も っ て 設 定 す る も の と す る 。 

３ 第 一 項 の 機 能 （ 特 別 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 限 る 。 ） の 接 続

料 は 、 第 七 条 及 び 第 八 条 の 規 定 に 基 づ き 算 定 し た 第 一 種 指 定 端 末 系

伝 送 路 設 備 に 係 る 原 価 の 総 額 （ 特 別 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 係

る も の に 限 る 。 ） を 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に 係 る 回 線 の 総

数 （ 特 別 帯 域 透 過 端 末 回 線 伝 送 機 能 に 係 る も の に 限 る 。 ） で 除 し て

得 た 額 を も っ て 設 定 す る も の と す る 。 

 

２ 前 項 の 機 能 の 接 続 料 は 、 第 七 条 及 び 第 八 条 の 規 定 に 基 づ き 算 定 し

た 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ ア ナ ロ グ 信 号 伝 送 用 の 電 話 回 線 と

同 等 の も の で あ っ て 、 当 該 設 備 の 一 部 に 光 信 号 伝 送 用 の 回 線 を 設 置

し て い な い も の に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 同 じ 。 ） に 係 る 原 価 の

総 額 を 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に 係 る 回 線 の 総 数 で 除 し て 得

た 額 を も っ て 設 定 す る も の と す る 。 

 

附 則 
 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
 


